
取組の進捗状況について
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洪水予報河川及び水位周知河川を対象としたホットライ
ン体制の構築

平成30年度
から順次実施 ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

「避難 勧告等情報に関するガイドライン（H29.1R3.5）」に
基づく避難 勧告等情報発令の判断・伝達マニュアルの見
直し

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ●

住民（自治会未加入世帯，高齢者，外国人等）への確実
な情報伝達方法の確立

● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ● ●

避難 勧告指示の発令に着目したタイムラインの作成 ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● － ● ● ▲ ● ● ▲ － ● ● ▲ ● ●

タイムライン（ホットラインを含む）に基づく首長も参加し
た実践的な訓練

● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ● ▲ ● － ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ － ● ▲ ▲ ● ▲ ● － ● ▲ ▲ ● ●

住民が参加する避難訓練 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ － ● ▲ ● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ● ● ●

気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の
改善
（水害時の情報入手のしやすさをサポート）

●

水位周知河川の指定推進
平成29年度

から順次実施 ▲

防災情報等に関する説明会の開催 ● ▲ ● － ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ － － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ － ● ▲ ● ● － ▲ ▲ ▲ ● － ▲ ▲ ▲ ● － － ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ●

避難確保計画の実行性・継続性確保のための点検 ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● － － ● ● ● ● ● ▲ ▲ － ▲ ▲ ● ▲ － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● － ▲ ▲ ● ● ● ●

避難行動要支援者個別計画の作成等の促進 ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ●

想定最大規模降雨による浸水想定区域図，家屋倒壊危険区
域の公表

順次実施 ●

洪水ハザードマップの更新・周知 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● － ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

内水ハザードマップの作成・周知 ▲ ▲ － ▲ － － － － ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ － ▲ － ● ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ● ●

まるごとまちごとハザードマップの作成・拡充 ▲ ▲ － ▲ － － － － ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ － ▲ ● ▲ ● ●

 【再掲】住民（自治会体未加入世帯，高齢者，外国人等）
への確実な情報伝達方法の確立

● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ● ▲

浸水実績の把握及び周知 ● ● ▲ ▲ － ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●

水害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 ● ▲ ● ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● － － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

水防災に関する啓発・説明会（及び避難訓練）の実施 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● － ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ － ● ▲ ● ● － ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

教員を対象とした講習会の実施 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲ ● － ▲ ▲ ▲ ● ● ●

小学生を対象とした防災教育の実施 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ － ● ● ▲ ● ● ▲ － ● ▲ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ●

出前講座等を活用した講習会の実施 ● ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ●● － ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

危機管理型水位計、河
川監視用カメラの整備

雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝
達するための基盤の整備

引き続き実施 ● ●

想定最大規模の洪水
に係る浸水想定区域図
等の作成と周知

水害ハザードマップの
改良、周知、活用

平成29年度
から順次実施

浸水実績等の周知 平成30年度
から順次実施

防災教育の促進 平成29年度
から順次実施

● ●

要配慮者利用施設に
おける避難計画の作成
及び避難訓練の実施

引き続き実施

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

● ● － ● ● ▲－ － ● - ● ●● ▲ ● ●－ ● ● ▲ ● －● － ● ● ● ●▲ ▲ ▲ ● ● ●▲ ▲ － ▲ ▲ ▲－ － ▲ ▲ － ▲

● ● ●● ● ▲ ▲ ▲ ●▲ ▲ － ● ▲ ●● ●

隣接市町村における避
難場所の設定（広域避
難体制の構築）等

広域避難計画の策定 平成30年度
から順次実施 ● ▲ －

▲ ▲ ▲ － ● ▲● ▲ ● ● ▲ ●▲ ▲ ● ●▲ ▲ ▲ ▲● ▲ ▲ ● ● －● ▲ ● ● ▲ ▲

水害危険性の周知促
進

ICTを活用した洪水情
報の提供

プッシュ型の洪水予報等の情報発信
平成30年度

から順次実施 ● ▲

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

洪水時における河川管
理者からの情報提供等
（ホットラインの構築）

避難 勧告指示等発令
の対象区域、判断基準
等の確認（水害対応タ
イムライン）

平成29年度
から順次実施

● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ●

実施する施策 取組内容 目標時期

今後の取組

● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

（１）大規模氾濫減災協議会の設置

大規模氾濫減災協議
会の設置

県管理河川を対象として，国，県，市町村，関係機関か
らなる減災対策協議会及び幹事会を設置し，減災の取
組の継続性及び実効性が確保される仕組みを構築する

平成29年度 ● ● ● ● ●

県央 県北 県南（土浦） 県南（竜ケ崎） 鹿行

● ● ● ● ● ●

県西

●● ●● ● ●

取組状況整理表（R3.10末） ● ： 実施済（継続含む） ▲ ： 検討中 －： 未実施対象外 資料-１



取組の進捗状況について
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実施する施策 取組内容 目標時期

今後の取組
県央 県北 県南（土浦） 県南（竜ケ崎） 鹿行 県西

取組状況整理表（R3.10末） ● ： 実施済（継続含む） ▲ ： 検討中 －： 未実施対象外 資料-１

水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機
材等の配備

● － － － － － － － － － － － － － － － ▲ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ▲ － － － － － － － － － － － － － － ●

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● － ● ▲ ● ● － ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● － ● ● ▲ ● ●

水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い
区間の共同点検

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ － ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

水防活動の担い手となる水防団員・協力団体の募集・指
定を促進

引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 【再掲】水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の
実施

▲ ▲ ▲ ● ● ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● － ● ▲ ● ● － ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● － ● ● ▲ ● ●

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ● ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ● ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● － ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ●

引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ●

水害時に行政機能を維持するBCPの策定 ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ － ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ － ● － ▲ ● － ● ● － － － ● ● － － ● ▲ － － ▲ ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ●

幹線道路、鉄道や市役所など重要施設の浸水対策 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ － ▲ － ▲ ● － ▲ ▲ － － － ▲ ● － － ▲ ● ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ● ●

浸水時においても災害活動を継続するための施設の整
備及び自家発電装置等の耐水化

● ▲ ▲ ▲ － ▲ ● － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ － ▲ ● ▲ ● ● ● ▲ － － － ▲ ● － － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ● ● ●

水害に対応した企業BCP策定への支援 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●

 【再掲】浸水実績の把握及び周知 平成30年度
から順次実施 ● ● ● ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●

財政的制約がある中，着実に治水効果を発現させるため，背
後地の人口・資産状況や近年の浸水被害状況等を勘案して，
治水対策の重点化・効率化を進める。

▲

ため池や既存調整池などの施設管理者と連携し，その
機能の保全・有効活用し，貯留機能を最大限確保する。

▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ － － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ － ▲ ● － ▲ － － ▲ － － ▲ ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲

出水期前の河川総点検の実施 ●

点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去
など適切な維持管理を実施

●

地域の安全度をバランス良く向上させるため，近年の浸水被害
状況や現況流下能力等を踏まえて，治水対策を行う。

●

近年の降雨状況を踏まえ，河川整備計画の策定促進と適切な
見直し

●

ダムの暫定的な運用方法の検討
平成30年度

から順次実施 ●

河川管理施設の調査の実施 平成29年度
から順次実施 ● ● － ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● － ▲ ▲ ▲ ▲ － ▲ － ▲ ● － ● ● ▲ ▲ － ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ ● ▲

ドローンによる調査、測量など、ICT 等の最新技術の活用
平成30年度

から順次実施 ●

 【再掲】出水期前の河川総点検の実施 ●

点検結果を踏まえ，人家連担地域を中心に流木及び土砂撤去
など適切な維持管理を実施

●

 【再掲】浸水実績の把握及び周知 ● ● ▲ ▲ － ▲ ▲ － ▲ ▲ ▲ － ▲ － ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●

災害危険区域の指定促進に向けた検討 ● ▲ － － － ▲ － － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ － － － ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●

災害対応力の向上にかかる取組 平成30年度
から順次実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

災害時及び災害復旧
に対する支援

河川管理の高度化の
検討

その他 引き続き実施

（６）減災・防災に関する国の支援

適切な土地利用の促
進

平成30年度
から順次実施

（５）河川管理施設の整備等に関する事項

堤防等河川管理施設
の整備
（洪水氾濫を未然に防
ぐ対策）

平成29年度
から順次実施

ダム再生の推進

樋門・樋管等の施設の
確実な運用体制の確
保

▲

▲ ▲▲ ▲

浸水被害軽減地区の
指定

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲▲ ▲ － ▲▲ － ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ － ▲ － －

（４）氾濫水の排水，浸水被害軽減に関する取組

排水施設、排水資機材
の運用方法の改善及
び排水施設の整備等

緊急排水計画の作成及び排水訓練の実施 平成30年度
から順次実施 ▲ ▲

水防団間での連携、協
力に関する検討

平成30年度
から順次実施

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

市町村庁舎や災害拠
点病院等の施設関係
者への情報伝達の充
実

市町村庁舎や災害拠
点病院等の機能確保
のための対策の充実
（耐水化、非常用発電
等の整備）

平成30年度
から順次実施

①水防体制の強化に関する事項

重要水防箇所の見直し
及び水防資機材の確
認

引き続き実施

水防に関する広報の充
実（水防団確保に係る
取組）

水防訓練の充実 平成30年度
から順次実施

（３）的確な水防活動のための取組


